
「岐阜県県土整備部及び都市建築部発注の 

ＩＣＴを活用したモデル工事実施要領」の改定概要 

 

岐阜県県土整備部及び都市建築部発注のＩＣＴを活用したモデル工事実

施要領について、国の関係要領の改定にあわせ、以下の改定を行うもの。 

 

【主な改定点】 

１.「対象とする工種」の追加 

（１）土工(導入型)の追加    

１）導入型：全面活用型 → 従来の土工（1,000m3 未満）に該当 

２）導入型：ステップアップ型※ → 新規追加（活用区分８） 

３）導入型：ファーストステップ型※ → 新規追加（活用区分９） 

※ ３次元データ作成が不要な、簡易ＩＣＴ技術を適用する工種 

 

２．発注方式「施工者希望型」の対象工種の拡大 

（１）土工（500 m3 以上～1,000m3 未満）→ 土工（1,000m3 未満）へ拡大 

（２）舗装工（路盤工 2,000m2 以上）→ 舗装工（路盤工、修繕工 2,000m2 以上）へ拡大 

（３）地盤改良工（1,000m2 以上）を追加 

 

３．発注方式「その他工事」の名称変更 

「その他工事」から「申し入れ型」に名称を変更 

 

４．土工（導入型）の追加に伴う「工事成績評定」の加点の見直し 

   以下のとおり活用区分に応じて加点を実施 

    活用区分１～７を実施した場合は、 2 点加点（従来仕様） 

    活用区分 ８ を実施した場合は、 1 点加点（追加） 

  活用区分 ９ を実施した場合は、 0.5 加点（追加） 

 

 

 

別添 



【別紙１】 
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